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1 和歌山市農業及び漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び和歌山市

農業及び漁業集落排水処理施設条例施行規則を廃止する規則・・・・・・・・・ 

 

（農林水産課） 
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【 告 示 】 

5 公示送達（交付要求通知書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （納税課） 2 

6 城閣入場料及び和歌山城歴史資料館使用料に係る指定納付受託者の指定・・・・ （和歌山城整備企画課） 2 

8 市道路線の認定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 3 

9 道路区域の決定及び供用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 4 

10 市道路線の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 6 

11 道路区域の変更及び供用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 6 

12 道路区域の変更及び供用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 7 

13 自転車等の移動及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （まちなみ景観課） 7 

14 自転車等の移動及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （まちなみ景観課） 8 

15 放置自転車等の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （まちなみ景観課） 9 

16 公示送達（令和４年度 市民税県民税納税通知書）・・・・・・・・・・・・・ （市民税課） 9 

17 公示送達（差押調書（謄本）及び配当計算書）・・・・・・・・・・・・・・・ （納税課） 9 

18 介護保険法の規定による事業を廃止する旨の届出・・・・・・・・・・・・・・ （指導監査課） 10 

19 介護保険法施行規則の規定による事業を廃止する旨の届出・・・・・・・・・・ （指導監査課） 10 

20 介護保険法の規定による指定居宅サービスに係る指定及び指定介護予防サービス

に係る指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（指導監査課） 
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21 介護保険法の規定による指定地域密着型サービスに係る指定・・・・・・・・・ （指導監査課） 11 

22 介護保険法の規定による第1号事業に係る指定・・・・・・・・・・・・・・・ （指導監査課） 11 

23 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定

障害福祉サービス事業者からの事業の廃止の届出・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（障害者支援課） 

 

12 

24 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定

障害福祉サービス事業者からの事業の廃止の届出・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（障害者支援課） 

 

12 

25 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定

障害福祉サービス事業者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（障害者支援課） 

 

12 

26 児童福祉法の規定による指定障害児通所支援事業者の指定・・・・・・・・・・ （障害者支援課） 13 

27 道路区域の決定及び供用開始（令和５年告示第９号）の一部改正・・・・・・・ （道路管理課） 13 

【 公 告 】 

○ 道路位置の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （建築指導課） 14 

○ 所有者等の所在が明らかでない土地に係る筆界案の作成・・・・・・・・・・・ （地籍調査課） 14 

○ 和歌山都市計画地区計画（紀伊地区地区計画）の変更案の縦覧・・・・・・・・ （都市計画課） 15 

○ 国土調査法の規定による地籍調査の結果に基づく地図及び簿冊の閲覧・・・・・ （地籍調査課） 15 
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 ○ 道路位置の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （建築指導課） 16 

○ 道路位置の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （建築指導課） 16 

○ 開発行為に関する工事の完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （都市計画課） 16 

【 選挙管理委員会告示 】 

1 選挙管理委員会の招集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （選挙管理委員会事務局） 16 

2 選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （選挙管理委員会事務局） 17 

3 在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （選挙管理委員会事務局） 17 

【 教育委員会告示 】 

1 教育委員会の招集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （教育政策課） 17 

【 農業委員会公告 】 

○ 農業委員会総会の招集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （農業委員会事務局） 18 

○ 農用地利用集積計画の縦覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （農業委員会事務局） 18 

 

【 規 則 】 

 

和歌山市農業及び漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び和歌山市農業及び漁業集落排水処理施

設条例施行規則を廃止する規則を公布する。 

  令和５年１月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１号 

   和歌山市農業及び漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び和歌山市農業及び漁業集落 

排水処理施設条例施行規則を廃止する規則 

 次に掲げる規則は、廃止する。 

（１）和歌山市農業及び漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則（平成８年規則第２２号） 

（２）和歌山市農業及び漁業集落排水処理施設条例施行規則（平成１２年規則第１３７号） 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（令和５年１月５日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第５号 

 交付要求通知書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、和歌山市税条例（

昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき交付要求通知書は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和５年１月６日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和５年１月６日掲示済）  

 

和歌山市告示第６号 
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  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定に基づき、指定納付受託者を次のと

おり指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和５年１月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 指定納付受託者 

  大阪府大阪市西区南堀江３丁目９番１３号 

  株式会社ギフトパッド 

２ 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類 

（１）城閣入場料 

（２）和歌山城歴史資料館使用料 

３ 指定をした日 

  令和４年１２月２６日 

４ 指定の期間 

令和５年１月１０日から同年３月３１日まで 

（令和５年１月６日掲示済）  

 

和歌山市告示第８号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように認定する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年１月１０日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 

終点 
備考 

１１－２４９ 宮２４９号線 
和歌山市太田 

和歌山市太田 

 

１１－２５０ 宮２５０号線 
和歌山市太田 

和歌山市太田 

 

１３－１５１ 四箇郷１５１号線 
和歌山市加納 

和歌山市加納 

 

１７－７８ 湊７８号線 
和歌山市湊５丁目 

和歌山市湊５丁目 

 

１８－１９９ 野崎１９９号線 
和歌山市福島 

和歌山市福島 

 

２２－２４５ 貴志２４５号線 
和歌山市中 

和歌山市中 

 

２２－２４６ 貴志２４６号線 
和歌山市中 

和歌山市中 

 

２２－３０６ 藤戸台１４０号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３０７ 藤戸台１４１号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３０８ 藤戸台１４２号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３０９ 藤戸台１４３号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 
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２２－３１０ 藤戸台１４４号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３１１ 藤戸台１４５号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３１２ 藤戸台１４６号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３１３ 藤戸台１４７号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３１４ 藤戸台１４８号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３１５ 藤戸台１４９号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３１６ 藤戸台１５０号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３１７ 藤戸台１５１号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２８－２４５ 安原２５４号線 
和歌山市井戸 

和歌山市井戸 

 

３４－２１５ 小倉２１５号線 
和歌山市満屋 

和歌山市満屋 

 

３４－２１６ 小倉２１６号線 
和歌山市満屋 

和歌山市満屋 

 

３４－２１７ 小倉２１７号線 
和歌山市満屋 

和歌山市満屋 

 

３４－２１８ 小倉２１８号線 
和歌山市満屋 

和歌山市満屋 

 

３４－２１９ 小倉２１９号線 
和歌山市満屋 

和歌山市満屋 

 

３４－２２０ 小倉２２０号線 
和歌山市満屋 

和歌山市満屋 

 

（令和５年１月１０日掲示済）  

 

和歌山市告示第９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和５年１月

１０日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年１月１０日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１１－２４９ 宮２４９号線 

和歌山市太田５８番１地先 

～ 

和歌山市太田５８番１地先 

３５．０ ５．００ 

  和歌山市太田５７８番７地先   



           和歌山市公報（第１７４３号）  令和５年（２０２３年）１月１６日 

 

－5－ 

 １１－２５０ 宮２５０号線 ～ 

和歌山市太田５７８番１地先 

７０．１ ４．００ 

１７－７８ 湊７８号線 

和歌山市湊５丁目６３１番４地先 

～ 

和歌山市湊５丁目６３１番５地先 

３４．０ ６．００ 

１８－１９９ 野崎１９９号線 

和歌山市福島１５５番１地先 

～ 

和歌山市福島１５５番１０地先 

８４．４ 

５．８０ 

～  

７．７０ 

２２－２４５ 貴志２４５号線 

和歌山市中６３８番２９地先 

～ 

和歌山市中６３８番４５地先 

１６７．７ ６．００ 

２２－２４６ 貴志２４６号線 

和歌山市中６３８番２８地先 

～ 

和歌山市中６３８番２７地先 

２１．５ ６．００ 

２２－３０６ 藤戸台１４０号線 

和歌山市栄谷９５９番５２０地先 

～ 

和歌山市栄谷９７７番３０２地先 

２４３．２  １１．００ 

２２－３０７ 藤戸台１４１号線 

和歌山市栄谷９７７番２９５地先 

～ 

和歌山市栄谷９７７番３０８地先 

１４３．０ １５．００ 

２２－３０８ 藤戸台１４２号線 

和歌山市栄谷９７７番９１地先 

～ 

和歌山市栄谷９７７番１７８地先 

１４５．５ ６．００ 

２２－３０９ 藤戸台１４３号線 

和歌山市栄谷９７７番１０８地先 

～ 

和歌山市栄谷９５９番４０５地先 

１２４．５ ７．００ 

２２－３１０ 藤戸台１４４号線 

和歌山市栄谷９５９番３４８地先 

～ 

和歌山市栄谷９５９番３９６地先 

１３０．５ ６．００ 

２２－３１１ 藤戸台１４５号線 

和歌山市栄谷９５９番３４８地先 

～ 

和歌山市栄谷９７７番１１６地先 

１９０．４ ６．００ 

２２－３１２ 藤戸台１４６号線 

和歌山市栄谷９５９番３４６地先 

～ 

和歌山市栄谷９５９番３４７地先 

１４．３ ４．００ 

２２－３１３ 藤戸台１４７号線 

和歌山市栄谷９５９番３５６地先 

～ 

和歌山市栄谷９７７番１４７地先 

１９０．４ ６．００ 

２２－３１４ 藤戸台１４８号線 

和歌山市栄谷９５９番３７２地先 

～ 

和歌山市栄谷９７７番９７地先 

２０８．７ 

７．００ 

～  

９．００ 

２２－３１５ 藤戸台１４９号線 

和歌山市栄谷９５９番３９６地先 

～ 

和歌山市栄谷９７７番１７７地先 

１９０．４ ６．００ 

  和歌山市栄谷９５９番３２７地先   
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 ２２－３１６ 藤戸台１５０号線 ～ 

和歌山市栄谷９５９番３２８地先 

１５．０ ４．００ 

２２－３１７ 藤戸台１５１号線 

和歌山市栄谷９５９番３３６地先 

～ 

和歌山市栄谷９５９番３３７地先 

１５．０ ４．００ 

２８－２４５ 安原２５４号線 

和歌山市井戸１４番６地先 

～ 

和歌山市井戸７番５地先 

６２．２ ６．００ 

３４－２１５ 小倉２１５号線 

和歌山市満屋２５番４地先 

～ 

和歌山市満屋３１番８地先 

６７．０ 

６．００ 

～  

７．２０ 

３４－２１６ 小倉２１６号線 

和歌山市満屋３１番７地先 

～ 

和歌山市満屋３１番７地先 

２４．６ ６．００ 

３４－２１７ 小倉２１７号線 

和歌山市満屋２番地先 

～ 

和歌山市満屋６番８地先 

２４６．６ 

６．００ 

～  

７．３０ 

３４－２１８ 小倉２１８号線 

和歌山市満屋３番５地先 

～ 

和歌山市満屋３番５地先 

３３．９ ６．００ 

３４－２１９ 小倉２１９号線 

和歌山市満屋４６番６地先 

～ 

和歌山市満屋６番５地先 

１００．７ ６．００ 

３４－２２０ 小倉２２０号線 

和歌山市満屋４６番８地先 

～ 

和歌山市満屋６番７地先 

９９．１ ６．００ 

（令和５年１月１０日掲示済）  

 

和歌山市告示第１０号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように変更す

る。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年１月１０日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 旧新別 路線名 
起点 

終点 
備考 

１１－２４３ 

旧 宮２４３号線 
和歌山市太田 

和歌山市太田 
 

新 宮２４３号線 
和歌山市太田 

和歌山市太田 
起点の変更 

（令和５年１月１０日掲示済）  

 

和歌山市告示第１１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和５年１月

１０日から供用を開始する。 
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 その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年１月１０日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 
旧新

別 
路線名 

起点                   

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１１－２４３ 

旧 宮２４３号線 
和歌山市太田５７５番９地先 

和歌山市太田５９８番４地先 
６．４ 

４．６０  

～  

４．７０ 

新 宮２４３号線 
和歌山市太田５７５番３地先 

和歌山市太田５９８番４地先 
６８．６ 

４．２０  

～  

４．７０ 

（令和５年１月１０日掲示済）  

 

和歌山市告示第１２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和５年１月

１１日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年１月１１日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 旧新別 
延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１９－１３ 杭ノ瀬坂田線 

和歌山市田尻１２２番５地先 

～ 

和歌山市田尻１２２番５地先 

旧 ３８．９ 

４．４０ 

～  

４．６０ 

新 ３８．９ ４．９０ 

（令和５年１月１１日掲示済）  

 

和歌山市告示第１３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年１月１２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年１２月２１日及び同月２４日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年１２月２８日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和４年１２月２８日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 
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 （１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和５年１月１２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１４号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年１月１２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上及び紀の川第７緑地 令和４年１２月１６日、同月１９日、同月２１日、同月２

２日及び同月２７日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 
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    月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和５年１月１２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１５号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和５年１月１２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和５年１月１３日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 
移動し、保管した旨を告示

した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放

置禁止区域 

令和４年９月１６日及び同月２４日 令和４年１０月１２日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置

禁止区域 

令和４年９月２２日 令和４年１０月１２日 

和歌山市内一円市道上 令和４年９月２７日 令和４年１０月１２日 

（令和５年１月１２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１６号 

 納税通知書を別紙の者に発送したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達ができない

ので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課に保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和５年１月１３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 送達書類の名称 令和４年度市民税県民税納税通知書 

（別紙省略） 

（令和５年１月１３日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、

和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）及び配当計算書は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 

  令和５年１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    
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  （登載省略） 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項及び第１１５条の５第２項の規定に

よる事業を廃止する旨の届出があったので、同法第７８条、第８５条及び第１１５条の１０の規定により次のと

おり告示する。 

令和５年１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 

サービスの

種類 
廃止年月日 

３０７０１

１２４４０ 

医療法人鶴寿

会 

医療法人鶴寿会居宅介護支援事業所さかい 

和歌山市加太９３９番地１０ 

居宅介護支

援 

令和４年１

２月１５日 

３０７０１

１２１６８ 

有限会社フリ

ージア 

居宅介護支援事業所フリージア 

和歌山市岩橋１５９７－１ 

居宅介護支

援 

令和４年１

２月３１日 

３０７０１

０８４５５ 

社会福祉法人

わかうら会 

わかうら園デイサービスセンター 

和歌山市田野１７８ 

通所介護 令和４年１

２月３１日 

３０７０１

０１４３５ 

医療法人甃友

会 

訪問介護ステーションメロディ 

和歌山市秋月５３５－２ 

訪問介護 令和４年１

２月３１日 

３０７０１

１２６９７ 

株式会社ここ

ろりんく 

こころりんく 

和歌山市梶取１４８番地６４ ヴィラージュ

梶取Ｄ 

訪問介護 令和４年１

２月３１日 

３０７０１

１２７０５ 

合同会社ＡＳ

大貴 

ケアプランセンターダイキ 

和歌山市園部１０８８－５ 

居宅介護支

援 

令和４年１

２月３１日 

３０６０１

９１２４８ 

ＯＮＮコーポ

レーション株

式会社 

訪問看護ステーションのぞみ 

和歌山市駕町５６ 

訪問看護 

介護予防訪

問看護 

令和４年１

２月３１日 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和５年１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

０８４５５ 

社会福祉法人

わかうら会 

わかうら園デイサービスセンター 

和歌山市田野１７８ 

予防給付型通所サービス 令和４年１

２月３１日 

３０７０１

０１４３５ 

医療法人甃友

会 

訪問介護ステーションメロディ 

和歌山市秋月５３５－２ 

予防給付型訪問サービス 

生活支援型訪問サービス 

令和４年１

２月３１日 

３０７０１

１２６９７ 

株式会社ここ

ろりんく 

こころりんく 

和歌山市梶取１４８番地６４ ヴ

ィラージュ梶取Ｄ 

予防給付型訪問サービス 

生活支援型訪問サービス 

令和４年１

２月３１日 

３０１１４

１０３３３ 

医療法人久生

会 

山本クリニック 

和歌山県海南市名高５０６－４ 

予防給付型通所サービス 令和４年１

２月３１日 
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 （令和５年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第２０号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定居宅サービスに係る指定及び第５３条第１

項本文の指定介護予防サービスに係る指定をしたので、同法第７８条及び第１１５条の１０の規定により次のと

おり告示する。 

令和５年１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０６０１

９１２８９ 

株式会社Ｍ－ｓｔ

ｙｌｅ 

訪問看護ステーションまぐねっと 

和歌山市布施屋７９２－１ エル

布施屋１１０号 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和５年１

月１日 

３０７０１

１４３３９ 

株式会社心和 心和ケアステーション 

和歌山市雄松町１丁目６１番地１ 

訪問介護 令和５年１

月１日 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第２１号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定地域密着型サービスに係る指定をした

ので、同法第７８条の１１の規定により次のとおり告示する。 

令和５年１月１６日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名及び住所 
事業所の名称及び所在地 

サービスの

種類 

指定年

月日 

３０９０１

０１６９６ 

社会福祉法人わかうら会 

和歌山市田野１７５番地 

土山憲一郎 

和歌山市田野２４５番地 

わかうら園デイサービスセ

ンター 

和歌山市田野１７８番地 

地域密着型

通所介護 

令和５

年１月

１日 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第２２号  

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和５年１月１６日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者の

名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 

指定年月

日 

３０７０１

１４３３９ 

株式会社心和 心和ケアステーション 

和歌山市雄松町１丁目６１番地１ 

予防給付型訪問サ

ービス 

令和５年

１月１日 

３０７１４

０１４３８ 

株式会社ハビリスケ

ア 

リハプライド海南 

和歌山県海南市名高５０６－４ 

予防給付型通所サ

ービス 

令和５年

１月１日 

３０９０１

０１６９６ 

社会福祉法人わかう

ら会 

わかうら園デイサービスセンター 

和歌山市田野１７８番地 

予防給付型通所サ

ービス 

令和５年

１月１日 

（令和５年１月１６日掲示済）  
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 和歌山市告示第２３号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者から同法第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第５

１条第２号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年１月１６日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所

番号 

事業所

の名称 

事業所の所

在地 

指定に係る

種類 

主たる対

象とする

障害種別 

事業者の

名称 

事業者の主

たる事務所

の所在地 

指定年

月日 

廃止年

月日 

３０１

０１２

２６１

６ 

こころ

りんく 

和歌山市梶

取１４８番

地６４ ヴ

ィラージュ

梶取Ｄ 

居宅介護、

重度訪問介

護 

特定なし 株式会社

こころり

んく 

和歌山市梶

取１４８番

地６４ ヴ

ィラージュ

梶取Ｄ 

平成３

０年４

月１日 

令和４

年１２

月３１

日 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第２４号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７

第１項第１号の指定特定相談支援事業者から同法第５１条の２５第４項の規定による事業の廃止の届出があった

ので、同法第５１条の３０第２項第２号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所番

号 

事業所の

名称 

事業所

の所在

地 

指定に係

る種類 

主たる対

象とする

障害種別 

事業者の

名称 

事業者の主

たる事務所

の所在地 

指定年月

日 

廃止年月

日 

３０３０

１２２２

５７ 

相談支援

事業所ス

マイル 

和歌山

市坂田

４６２ 

計画相談

支援 

特定なし 株式会社

会虹 

和歌山市坂

田４６２ 

平成２９

年１月１

日 

令和４年

１２月３

１日 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第２５号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第５１条第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所番

号 

事業所の

名称 

事業所の

所在地 

指定に

係る種

類 

主たる対

象とする

障害種別 

事業者の

名称 

事業者の主

たる事務所

の所在地 

指定年月

日 

指定の有

効期限 

３０１０

１２４０

１８ 

ヘルパー

ステーシ

ョンきづ

き 

和歌山市

南出島７

４－７ 

Ａ１０１ 

居宅介

護、重

度訪問

介護 

特定なし 株式会社

きづき 

和歌山市太

田６３４－

１３ 

令和５年

１月１日 

令和１０

年１２月

３１日 

３０１０

１２３２

９１ 

ヘルパー

ステーシ

ョンきさ

らぎ 

和歌山市

土佐町３

丁目２９

－１ Ｕ 

行動援

護 

特定なし 合同会社

葉月 

和歌山市湊

北町２丁目

２５番地 

令和５年

１月１日 

令和１０

年１２月

３１日 
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   ビル３０

５号 

      

３０１０

１２４０

００ 

加納の手

デイサー

ビスセン

ター 

和歌山市

加納４０

７－１ 

生活介

護 

特定なし 一般社団

法人和歌

山県聴覚

障害者協

会 

和歌山市手

平２－１－

２ 和歌山

ビッグ愛６

階 

令和５年

１月１日 

令和１０

年１２月

３１日 

３０１０

１２４０

２６ 

生活介護

事業所よ

つば 

和歌山市

北島３０

７－１５ 

生活介

護 

特定なし 一般社団

法人ｔｅ

ｒｒｅ 

和歌山市西

庄４８６－

１１ 

令和５年

１月１日 

令和１０

年１２月

３１日 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第２６号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者を指定したの

で、同法第２１条の５の２５の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所番

号 

事業所

の名称 

事業所の

所在地 
指定に係る種類 事業者の名称 

事業者の主たる

事務所の所在地 

指定年

月日 

指定の有

効期限 

３０５０

１０１１

９９ 

ＬＡＳ

ＨＩＫ 

和歌山市

北島３０

７番８ 

児童発達支援、

放課後等デイサ

ービス 

合同会社ＨＹ

Ｔ 

和歌山市粟１４

番地４ タイガ

ー健康くらぶ 

令和５

年１月

１日 

令和１０

年１２月

３１日 

３０５０

１０１１

８１ 

森のひ

ろば 

和歌山市

鳴神１３

番地２ 

放課後等デイサ

ービス 

コネクトｗｉ

ｔｈチャイル

ド株式会社 

和歌山市和田２

６３番地１１ 

令和５

年１月

１日 

令和１０

年１２月

３１日 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第２７号 

道路区域の決定及び供用開始（令和５年告示第９号）の一部を次のように改正する。 

令和５年１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 表中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３４－２１５ 小倉２１５号線 

和歌山市満屋２５番４地先 

～ 

和歌山市満屋３１番８地先 

６７．０ 

６．００ 

～  

７．２０ 

３４－２１６ 小倉２１６号線 

和歌山市満屋３１番７地先 

～ 

和歌山市満屋３１番７地先 

２４．６ ６．００ 

３４－２１７ 小倉２１７号線 

和歌山市満屋２番地先 

～ 

和歌山市満屋６番８地先 

２４６．６ 

６．００ 

～  

７．３０ 

３４－２１８ 小倉２１８号線 

和歌山市満屋３番５地先 

～ 

和歌山市満屋３番５地先 

３３．９ ６．００  

 

を 
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                                                」 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                」 

改める。 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

【 公 告 】 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。 

令和５年１月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和４年１２月２７日 

和建指第２７２１号 

和歌山市有本字長丁２０８

番３、２０９番２、２１０

番１、２１０番３の一部 

和歌山市黒田１丁目２

番１７号 

アズマハウス株式会社 

代表取締役 東 行男 

６．００ｍ×６３．８８ｍ 

６３．８８ｍ 

（令和５年１月５日掲示済）  

 

土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第４項の規定によ

り公告する。 

３４－２１５ 小倉２１５号線 

和歌山市満屋３１番７地先 

～ 

和歌山市満屋３１番７地先 

２４．６ ６．００ 

３４－２１６ 小倉２１６号線 

和歌山市満屋２５番４地先 

～ 

和歌山市満屋３１番８地先 

６７．０ 

６．００ 

 ～  

７．２０ 

３４－２１７ 小倉２１７号線 

和歌山市満屋２番地先 

～ 

和歌山市満屋６番８地先 

２４６．６ 

６．００ 

～  

７．３０ 

３４－２１８ 小倉２１８号線 

和歌山市満屋４６番８地先 

～ 

和歌山市満屋６番７地先 

９９．１ ６．００ 

３４－２１９ 小倉２１９号線 

和歌山市満屋４６番６地先 

～ 

和歌山市満屋６番５地先 

１００．７ ６．００ 

３４－２２０ 小倉２２０号線 

和歌山市満屋３番５地先 

～ 

和歌山市満屋３番５地先 

３３．９ ６．００ 

 

に 

３４－２１９ 小倉２１９号線 

和歌山市満屋４６番６地先 

～ 

和歌山市満屋６番５地先 

１００．７ ６．００ 

３４－２２０ 小倉２２０号線 

和歌山市満屋４６番８地先 

～ 

和歌山市満屋６番７地先 

９９．１ ６．００ 
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   令和５年１月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

和歌山市中之島字上嶋３４９番２ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

  １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人 

４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の

確認を得ずに調査を行う。 

（令和５年１月５日掲示済）  

 

和歌山市加太の一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を行い

地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和５年１月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和５年１月１１日から同月３１日まで（２０日間） 

３ 閲覧場所 和歌山市役所加太支所（和歌山市加太２６９２）及び和歌山市役所地籍調査課（和歌山市七番丁

１１－１ アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤りがあると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、その旨の申出をする

ことができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、和歌山市役所加太支所においては令和５年１月１１日から同月１８日までの間（同月１４日を除く。

）、午前９時３０分から午後４時までとする。和歌山市役所地籍調査課においては同月１９日から同月３１日

までの間（同月２１日、同月２２日、同月２８日及び同月２９日を除く。）、午前９時から午後５時までとす

る。 

（令和５年１月１１日掲示済）  

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により、都市計画を次のとおり変更しようとするので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７

条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了日までに、和歌山市に意見書を提出することができる。 

令和５年１月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画地区計画（紀伊地区地区計画）の変更 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  変更する部分 

和歌山市府中 の一部 
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 ３ 都市計画の案の縦覧場所 

  和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

 令和５年１月１１日（水）から同月２５日（水）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（令和５年１月１１日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。 

令和５年１月１３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和５年１月１１日 

和建指第２７２４号 

和歌山市井辺字今

薗５番４ 

大阪市北区堂島２丁目２番２号 

ミサワホーム近畿株式会社 

代表取締役 下山 隆 

５．００ｍ×３９．６５ｍ 

３９．６５ｍ 

（令和５年１月１３日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。 

令和５年１月１３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和５年１月１１日 

和建指第２７１１号 

和歌山市中字市場坪１８８

番３、１８８番４、１８８

番５、１８９番１０ 

和歌山市中２５７番地 

貴志颯子 

６．００ｍ×５８．０１ｍ 

５８．０１ｍ 

（令和５年１月１３日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 令和５年１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市下和佐字佃４６５番１、４６６番

４、水路 

和歌山市井ノ口３８９番地３ グリース千旦２０２号室 

若井和也 

和歌山市井ノ口３８９番地３ グリース千旦２０２号室 

若井美菜子 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第１号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和５年１月１０日 

和歌山市選挙管理委員会 
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 委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和５年１月１６日（月）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）選挙人名簿から抹消するについて 

（２）在外選挙人名簿から抹消するについて 

（３）令和４年における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について 

（４）令和４年における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について 

                                   （令和５年１月１０日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第２号 

令和４年における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、次のとおり公表する。 

令和５年１月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

（別紙省略） 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第３号 

令和４年における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、公表すべき閲覧がなかったことを公表する。 

令和５年１月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

【 教 育 委 員 会 告 示 】 

 

和歌山市教育委員会告示第１号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和５年１月１６日 

                                   和歌山市教育委員会      

                                   教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和５年１月１９日（木） 午後２時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）１２月定例市議会について 

（２）和歌山市社会福祉審議会委員の推薦について 

（３）令和４年度和歌山市児童生徒文化奨励賞の授賞候補について 

（４）令和４年度和歌山市川端龍子賞等の授賞候補について 

（５）その他 

（令和５年１月１６日掲示済）  

 

【 農 業 委 員 会 公 告 】 
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 和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和５年１月１０日 

和歌山市農業委員会     

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和５年１月１３日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市勤労者総合センター ６階文化ホール 

３ 審議案件 

（１）相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

（２）農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（４）農用地利用集積計画について 

（５）非農地通知について 

（６）賃借料情報の提供について 

（令和５年１月１０日掲示済）  

  

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画を定

めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

なお、当該農用地利用集積計画を和歌山市農業委員会事務局において縦覧に供する。 

  令和５年１月１３日 

和歌山市農業委員会     

会長  谷 河  績    

（令和５年１月１３日掲示済）  


